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◉特　集◉
内戦後のスリランカ経済
－持続的発展のための諸条件－

　

ラ
ー
ジ
ャ
パク
サ
前
政
権
終
盤
の

労
働
の
動
向

太
田 

仁
志

力
人
口
は
男
性
五
六
七
万
七
八
一
五
人
、

女
性
三
一
二
万
四
二
九
八
人
の
計
八
八

〇
万
二
一
一
三
人
で
あ
る
。
ス
リ
ラ
ン

カ
で
は
労
働
力
の
八
割
以
上
が
郡
部
に

居
住
し
て
い
る
。
ま
た
、
二
〇
一
三
年

の
労
働
参
加
率
は
男
性
が
七
四
・
九
％
、

女
性
が
三
五
・
六
％
で
あ
る
（
参
考
文

献
③
）。
都
市
部
で
は
男
性
の
労
働
参

加
率
は
七
〇
・
三
％
、
女
性
は
二
七
・

七
％
で
あ
る
の
に
対
し
、
郡
部
で
は
男

性
が
七
五
・
九
％
、
女
性
が
三
七
・
二

％
で
あ
っ
た
。
男
性
以
上
に
女
性
の
労

働
参
加
率
に
、
都
市
郡
部
間
に
格
差
が

あ
る
。
年
齢
層
別
に
み
る
と
こ
の
都
市

部
と
郡
部
の
女
性
労
働
参
加
率
の
違
い

は
、
三
〇
歳
代
以
上
の
層
に
顕
著
で
あ

る
こ
と
が
わ
か
る
（
表
１
）。
そ
も
そ

も
の
就
労
意
欲
が
低
い
か
ま
た
は
就
労

機
会
が
希
少
で
あ
る
か
を
理
由
に
、
都

市
部
で
は
三
〇
歳
代
に
入
る
と
女
性
は

相
対
的
に
就
労
を
選
好
し
な
く
な
る
。

　

次
に
失
業
率
に
つ
い
て
、
一
九
九
三

　

二
〇
一
五
年
一
月
の
大
統
領
選
挙
で
、

権
威
主
義
的
な
政
権
運
営
を
長
ら
く
批

判
さ
れ
て
い
た
マ
ヒ
ン
ダ
・
ラ
ー
ジ
ャ

パ
ク
サ
が
そ
の
地
位
を
追
わ
れ
た
。
あ

ま
り
知
ら
れ
て
い
な
い
が
、
氏
は
大
統

領
に
な
る
は
る
か
以
前
の
若
か
り
し
頃
、

コ
ロ
ン
ボ
で
大
学
職
員
と
し
て
働
い
て

い
た
と
き
労
働
問
題
に
直
面
し
、
労
働

組
合
の
門
を
叩
い
て
い
る
。
政
治
家
に

転
身
し
た
氏
が
初
め
て
就
任
し
た
大
臣

職
は
労
働
大
臣
で
も
あ
っ
た
。
紙
幅
の

制
約
の
た
め
詳
細
は
参
考
文
献
①
に
譲

る
が
、
小
稿
で
は
そ
の
よ
う
な
経
歴
を

持
ち
な
が
ら
も
労
働
運
動
に
も
強
い
締

め
付
け
が
行
わ
れ
た
ラ
ー
ジ
ャ
パ
ク
サ

前
政
権
期
、
と
く
に
政
権
終
盤
の
労
働

の
動
向
を
概
観
す
る
。

●
内
戦
終
結
後
の
労
働
市
場
の
概
観

　
『
ス
リ
ラ
ン
カ
労
働
力
調
査
年
次
報

告
書　

二
〇
一
三
年
』（
参
考
文
献

③
）
に
よ
る
と
、
二
〇
一
三
年
の
労
働

～
二
〇
一
二
年
の
北
部
州
お
よ
び
東
部

州
を
の
ぞ
く
地
域
の
失
業
率
の
推
移
・

趨
勢
を
図
１
よ
り
み
る
と
、
こ
の
二
〇

年
間
で
失
業
率
は
大
幅
に
改
善
し
て
い

る
こ
と
が
わ
か
る
。
男
女
別
で
は
一
貫

し
て
女
性
の
失
業
率
の
ほ
う
が
男
性
よ

り
高
い
も
の
の
、
女
性
の
雇
用
状
況
の

改
善
度
は
男
性
よ
り
も
大
き
い
。
二
〇

〇
九
年
の
内
戦
終
結
後
に
限
っ
て
も
失

業
率
を
指
標
と
す
る
雇
用
状
況
の
改
善

は
指
摘
で
き
そ
う
だ
が
、
た
だ
し
男
性

に
つ
い
て
は
二
〇
一
二
年
あ
た
り
か
ら

そ
の
悪
化
が
み
ら
れ
る
。
一
方
、
求
職

意
欲
喪
失
効
果
の
影
響
や
、
も
と
も
と

失
業
率
が
相
対
的
に
高
く
、
さ
ら
に
男

性
労
働
力
の
代
替
と
な
っ
て
い
る
可
能

性
は
否
定
で
き
な
い
が
、
内
戦
終
結
後

と
く
に
都
市
部
で
は
女
性
の
雇
用
状
況

の
改
善
が
相
対
的
に
目
覚
ま
し
い
。

　

二
〇
一
二
年
と
二
〇
一
三
年
の
失
業

期
間
を
み
る
と
、
そ
の
長
期
化
傾
向
が

指
摘
で
き
、
と
く
に
男
性
に
つ
い
て
顕

表1　労働参加率（2013年）
（％）

都市部 郡部

年齢層 男　性 女　性 男　性 女　性

15-19歳 18.6  7.0 22.9 11.1 

20-24歳 62.2 38.3 75.7 39.6 

25-29歳 91.0 41.9 93.3 42.6 

30-39歳 95.9 36.5 96.4 45.4 

40歳以上 70.0 24.5 77.1 37.8 

（出所）　参考文献③ p.９表３、４より筆者作成。

著
で
あ
る
。
ま
た
二
〇
一
三
年
の
年
齢

層
別
失
業
率
は
、
一
五
～
二
四
歳
は
一

九
・
一
％
（
男
性
一
五
・
六
％
、
女
性

二
五
・
〇
％
）、
二
五
～
二
九
歳
は

七
・
五
％
（
男
性
四
・
七
％
、
女
性
一

二
・
五
％
）、
三
〇
～
三
九
歳
は
二
・

七
％
（
男
性
一
・
五
％
、
女
性
五
・
〇

％
）、
そ
し
て
四
〇
歳
以
上
は
一
・
〇

％
（
男
性
〇
・
七
％
、
女
性
一
・
五

％
）
と
な
っ
て
い
る
（
参
考
文
献
③
）。

二
四
歳
ま
で
の
若
年
層
の
失
業
率
が
他

の
年
齢
層
に
比
べ
て
き
わ
め
て
高
く
、

と
り
わ
け
一
五
～
二
四
歳
の
女
性
に
つ

い
て
は
四
人
に
一
人
が
失
業
状
態
に
あ

る
。
ま
た
こ
の
一
年
の
間
の
失
業
率
の

悪
化
は
若
年
層
ほ
ど
顕
著
で
あ
る
。
さ

ら
に
、
デ
ー
タ
は
割
愛
す
る
が
学
歴
別

に
は
高
学
歴
者
ほ
ど
、
そ
し
て
同
じ
く
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学
歴
別
に
は
女
性
の
ほ
う
が
男
性
よ
り

も
失
業
率
が
高
い
。
労
働
力
化
／
非
労

働
力
化
（
し
た
が
っ
て
失
業
率
も
）
は

経
済
状
況
に
も
左
右
さ
れ
る
点
に
留
意

が
必
要
だ
が
、
若
年
層
、
女
性
、
高
学

歴
者
の
間
で
失
業
が
顕
在
化
し
や
す
い

状
況
が
う
か
が
わ
れ
る
。

　

こ
の
よ
う
な
失
業
状
況
で
あ
る
一
方
、

現
地
か
ら
は
こ
と
に
女
性
労
働
者
に
関

す
る
労
働
力
不
足
の
声
が
聞
こ
え
て
く

る
。
た
と
え
ば
筆
者
が
現
地
で
実
施
し

た
聞
き
取
り
で
は
、
世
界
か
ら
注
目
さ

れ
、
女
性
が
製
造
を
主
に
担
っ
て
い
る

ア
パ
レ
ル
産
業
で
は
四
万
人
の
人
手
不

足
が
発
生
し
て
い
る
と
い
う
（
自
由
貿

易
区
・
サ
ー
ビ
ス
労
働
者
一
般
組
合

［
Ｆ
Ｔ
Ｚ
＆
Ｇ
Ｓ
Ｅ
Ｕ
］
事
務
局
長
ア

ン
ト
ン
・
マ
ー
カ
ス
氏
へ
の
聞
き
取
り
、

二
〇
一
三
年
八
月
八
日
。
た
だ
し
こ
の

数
値
の
根
拠
は
不
明
）。
ま
た
長
ら
く

ス
リ
ラ
ン
カ
経
済
を
支
え
、
同
じ
く
女

性
が
労
働
の
主
た
る
担
い
手
で
あ
る
茶

プ
ラ
ン
テ
ー
シ
ョ
ン
で
も
、
と
く
に
若

い
女
性
は
就
労
を
忌
避
す
る
と
い
う

（
Ａ
社
人
事
課
長
へ
の
聞
き
取
り
、
二

〇
一
三
年
七
月
三
〇
日
）。
後
者
の
プ

ラ
ン
テ
ー
シ
ョ
ン
に
つ
い
て
は
そ
の
社

会
的
地
位
の
低
さ
が
就
労
の
忌
避
に
大

き
く
関
連
す
る
が
、
労
働
組
合
指
導
者

い
わ
く
、
自
由
貿
易
区
で
の
労
働
条
件

も
必
ず
し
も
恵
ま
れ
た
も
の
で
は
な
い
。

い
ず
れ
に
し
て
も
、
失
業
率
が
低
い
わ

け
で
は
な
い
な
か
で
労
働
力
不
足
が
生

じ
て
い
る
の
で
あ
れ
ば
、
雇
用
の
ミ
ス

マ
ッ
チ
が
生
じ
て
い
る
こ
と
に
な
る
。

●
雇
用
ス
テ
イ
タ
ス
、
産
業
別
構

造
、
賃
金
動
向
の
概
観

　

男
女
の
雇
用
ス
テ
イ
タ
ス
を
ま
と
め

た
の
が
表
２
で
あ
る
。
全
体
の
五
五
・

七
％
が
被
用
者
で
、
雇
用
主
と
合
わ
せ

て
六
割
弱
が
「
組
織
勤
め
」
で
あ
る
。

一
方
、自
営（ow

n account w
orker

）

の
比
率
も
三
割
以
上
を
占
め
る
。
一
割

弱
が
無
償
家
族
労
働
者
（contribut-

ing fam
ily w

orker

）
で
あ
る
。
雇
用

主
の
九
割
、
ま
た
自
営
の
四
分
の
三
が

男
性
で
あ
る
一
方
、
無
償
家
族
労
働
者

は
八
割
近
く
が
女
性
で
あ
る
。
こ
の
よ

う
な
な
か
で
、
女
性
の
就
業
機
会
に
果

た
す
雇
い
主
と
し
て
の
公
共
部
門
の
役

割
が
相
対
的
に
大
き
い
こ
と
が
わ
か
る
。

　

大
分
類
で
み
た
産
業
別
就
業
構
造
は
、

第
一
次
産
業
の
就
業
者
シ
ェ
ア
は
一
九

九
二
年
の
四
二
・
二
％
か
ら
二
〇
一
三

年
は
二
九
・
四
％
に
縮
小
し
て
い
る
の

に
対
し
、
第
二
次
産
業
は
二
〇
・
一
％

か
ら
二
六
・
六
％
に
、
ま
た
第
三
次
産

業
は
三
七
・
七
％
か
ら
四
三
・
九
％
に

シ
ェ
ア
を
拡
大
さ
せ
て
い
る
（
北
部
州

お
よ
び
東
部
州
を
の
ぞ
く
）。
第
一
次

産
業
の
シ
ェ
ア
の
縮
小
を
第
二
次
産
業

と
第
三
次
産
業
が
分
け
合
う
よ
う
な
形

で
就
業
者
を
増
加
さ
せ
て
い
る
。
一
方
、

産
業
別
名
目
Ｇ
Ｄ
Ｐ
シ
ェ
ア
は
、
第
一

次
産
業
が
一
九
九
二
年
の
二
一
・
一
％

か
ら
二
〇
一
二
年
は
一
一
・
一
％
に
、

第
二
次
産
業
は
二
六
・
五
％
か
ら
三

一
・
五
％
に
、
ま
た
第
三
次
産
業
は
五

二
・
五
％
か
ら
五
七
・
五
％
に
な
っ
て

い
る
（
参
考
文
献
②
）。
ス
リ
ラ
ン
カ

最
大
の
産
業
は
こ
の
よ
う
に
第
三
次
産

業
で
あ
る
が
、
第
二
次
産
業
も
こ
の
間
、

着
実
に
シ
ェ
ア
を
伸
ば
し
て
い
る
。

　

内
戦
終
結
後
の
賃
金
・
所
得
に
関
す

る
動
向
と
し
て
は
次
の
諸
点
が
指
摘
で

き
る
。
二
〇
一
三
年
の
月
ぎ
め
の
稼
得

者
の
平
均
月
収
は
都
市
部
が
二
万
九
三

三
九
ル
ピ
ー
、
郡
部
が
二
万
一
三
七
二

ル
ピ
ー
で
あ
っ
た
。
こ
れ
に
対
し
て
日

雇
い
労
働
者
の
平
均
月
収
は
都
市
部
が

一
万
五
七
三
九
ル
ピ
ー
、
郡
部
が
一
万

二
九
七
二
ル
ピ
ー
で
あ
る
（
参
考
文
献

③
）。
こ
の
よ
う
に
賃
金
・
所
得
は
郡

部
よ
り
も
都
市
部
の
ほ
う
が
高
い
が
、

こ
の
所
在
地
間
の
格
差
は
日
雇
い
労
働

者
よ
り
も
月
ぎ
め
稼
得
者
に
顕
著
で
あ

（注）　北部州および東部州をのぞく。
（出所） 　Department of Census and Statistics, Sri Lanka Labour Force Survey Annual Report - 

2012（With Provincial and District level data）, 2013より筆者作成。

図１　失業率（1993～2012年）
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表２　雇用ステイタス　（雇用ステイタス別、男女別、2013年）
（％）

全体 男性 女性 全体 男性 女性

全体 100.0 100.0 100.0 全体 100.0 65.3 34.7 

被用者 55.7 56.6 54.0 被用者 100.0 66.4 33.6 

　うち公共部門 15.1 12.8 19.4 　うち公共部門 100.0 55.4 44.6 

　うち民間部門 40.6 43.9 34.6 　うち民間部門 100.0 70.5 29.5 

雇用主 3.0 4.2 0.9 雇用主 100.0 89.7 10.3 

自営 32.2 36.2 24.6 自営 100.0 73.5 26.5 

無償家族労働者 9.1 3.0 20.5 無償家族労働者 100.0 21.5 78.5 

（注）　「自営」は “Own Account Worker”、「無償家族労働者」は ”Contributing Family Worker” の訳。
（出所）　参考文献③ p.16表４，５をもとに筆者算出。



アジ研ワールド・トレンド No.243（2016. 1）　　16

じ
め
と
す
る
労
働
条
件
は
一
般
に
労
働

組
合
と
使
用
者
の
団
体
交
渉
に
よ
っ
て

決
ま
る
。
労
働
組
合
が
組
織
さ
れ
て
い

な
い
職
場
で
は
、
こ
と
賃
金
に
関
し
て

は
、
使
用
者
が
市
場
相
場
等
を
勘
案
し

て
賃
金
水
準
を
決
め
る
こ
と
に
な
る
が
、

一
定
の
水
準
を
下
回
ら
な
い
よ
う
法
律

に
よ
っ
て
最
低
賃
金
が
定
め
ら
れ
る
。

　

法
遵
守
の
如
何
は
別
と
し
て
、
ス
リ

ラ
ン
カ
の
最
低
賃
金
は
賃
金
委
員
会
法

で
の
規
定
で
現
在
、
四
三
の
産
業
・
職

業
に
組
織
さ
れ
る
、労
働
長
官
（Com

- 
m

issioner of Labour

）
お
よ
び
当
該

産
業
・
職
業
に
か
か
わ
る
そ
れ
ぞ
れ
同

人
数
の
労
働
者
お
よ
び
使
用
者
か
ら
な

る
三
者
構
成
の
各
賃
金
委
員
会
が
決
定

す
る
。
賃
金
委
員
会
法
の
ほ
か
に
最
低

賃
金
に
関
連
す
る
も
の
と
し
て
、
店
舗

お
よ
び
事
務
所
労
働
者
（
雇
用
と
報
酬

規
制
）
法
に
も
最
低
賃
金
に
関
す
る
規

定
が
あ
る
が
、
本
法
の
同
規
定
は
機
能

し
て
い
な
い
。
ま
た
賃
金
委
員
会
は
民

間
部
門
の
指
定
産
業
・
職
業
以
外
に
は

適
用
さ
れ
な
い
。
ス
リ
ラ
ン
カ
で
は
全

国
最
低
賃
金
の
制
定
が
課
題
に
な
っ
て

い
る
。

　

労
働
組
合
が
組
織
さ
れ
て
い
る
職
場

で
は
通
常
、
労
使
に
よ
る
団
体
交
渉
に

よ
っ
て
賃
金
を
は
じ
め
と
す
る
労
働
条

件
が
決
定
さ
れ
る
。
法
制
度
上
は
、
労

働
争
議
法
の
一
九
九
九
年
の
改
正
で
、

四
〇
％
以
上
の
従
業
員
を
組
織
す
る
労

働
組
合
と
の
団
体
交
渉
の
拒
否
は
使
用

者
の
不
当
労
働
行
為
で
あ
る
と
規
定
さ

れ
て
い
る
。
団
体
交
渉
の
実
施
お
よ
び

労
働
協
約
の
締
結
は
、
民
間
部
門
で
は

（
た
と
え
ば
産
業
レ
ベ
ル
よ
り
も
）
企

業
レ
ベ
ル
で
の
も
の
が
多
い
。
た
だ
し

労
働
組
合
組
織
率
は
明
確
で
は
な
く
、

お
そ
ら
く
一
〇
％
程
度
か
そ
れ
を
下
回

る
と
考
え
ら
れ
る
。
し
た
が
っ
て
団
体

交
渉
・
労
働
協
約
に
よ
る
賃
金
に
関
す

る
直
接
的
な
規
制
は
、
労
働
組
合
の
組

織
化
状
況
を
基
準
と
す
る
と
、
ス
リ
ラ

ン
カ
で
は
就
業
者
の
一
割
を
カ
バ
ー
す

る
に
す
ぎ
な
い
。
も
っ
と
も
プ
ラ
ン
テ

ー
シ
ョ
ン
産
業
で
は
産
業
別
労
働
協
約

が
締
結
さ
れ
て
い
る
の
で
、
実
際
の
カ

バ
ー
率
は
こ
れ
よ
り
高
く
な
る
と
考
え

ら
れ
る
。
団
体
交
渉
を
経
て
締
結
さ
れ

る
労
働
協
約
の
期
間
は
通
常
二
～
三
年

で
あ
る
。
賃
金
を
め
ぐ
る
団
体
交
渉
は

し
た
が
っ
て
、
二
～
三
年
ご
と
の
頻
度

で
行
わ
れ
る
。
正
式
な
形
で
締
結
さ
れ

た
労
働
協
約
に
は
法
的
な
拘
束
力
が
生

じ
る
。

　

ス
リ
ラ
ン
カ
の
団
体
交
渉
の
制
度
に

特
徴
的
な
の
は
、
使
用
者
団
体
で
あ
る

セ
イ
ロ
ン
使
用
者
連
盟
（
Ｅ
Ｆ
Ｃ
）
の

果
た
す
役
割
で
あ
る
。
Ｅ
Ｆ
Ｃ
は
ス
リ

ラ
ン
カ
最
大
の
使
用
者
団
体
で
、
加
盟

企
業
は
主
に
比
較
的
規
模
の
大
き
い
民

間
企
業
で
あ
る
。
加
盟
企
業
・
組
織
数

は
五
六
八
社
（
二
〇
一
四
年
）、
ま
た

加
盟
組
織
で
働
く
労
働
者
数
は
五
五
万

～
六
〇
万
人
に
上
る
。
Ｅ
Ｆ
Ｃ
の
加
盟

企
業
で
労
働
組
合
が
組
織
さ
れ
て
い
る

の
は
三
～
四
割
程
度
だ
が
、
注
目
さ
れ

る
の
は
、
労
働
組
合
が
組
織
さ
れ
て
い

る
加
盟
企
業
の
う
ち
一
〇
〇
社
以
上
が
、

今
日
に
お
い
て
も
団
体
交
渉
の
際
に
Ｅ

Ｆ
Ｃ
に
協
力
を
要
請
し
、
実
際
、
Ｅ
Ｆ

Ｃ
は
交
渉
に
か
か
わ
り
、
最
終
的
な
労

働
協
約
の
証
人
と
し
て
署
名
す
る
こ
と

が
見
受
け
ら
れ
る
点
で
あ
る
。
つ
ま
り

Ｅ
Ｆ
Ｃ
は
、
加
盟
企
業
は
限
定
的
で
あ

る
一
方
、
労
使
関
係
の
使
用
者
側
代
表

性
に
関
し
て
、
集
約
的
な
お
も
む
き
を

み
せ
る
。

　

そ
れ
に
対
し
て
労
働
組
合
は
、
多
く

の
組
織
・
連
合
団
体
が
政
治
政
党
と
強

い
か
か
わ
り
を
持
ち
な
が
ら
組
織
さ
れ

て
い
る
。
す
な
わ
ち
、
論
点
ご
と
に
共

同
歩
調
を
取
る
こ
と
は
あ
っ
て
も
、
労

働
運
動
は
分
裂
状
況
に
あ
る
。
同
時
に
、

ス
リ
ラ
ン
カ
で
は
制
度
的
に
も
複
数
組

合
が
存
在
し
や
す
い
。
た
と
え
ば
公
官

庁
の
労
働
組
合
は
、
民
間
部
門
の
労
働

組
合
と
連
合
団
体
を
形
成
す
る
こ
と
が

認
め
ら
れ
て
い
な
い
。
公
官
庁
内
の
労

働
組
合
の
連
合
体
に
つ
い
て
も
、
同
一

省
内
の
諸
組
合
に
よ
る
連
合
体
、
お
よ

び
同
一
職
務
に
従
事
す
る
労
働
者
に
よ

る
。
ま
た
、
内
戦
終
結
後
の
都
市
部
で

の
顕
著
な
賃
金
の
上
昇
は
、
日
雇
い

（
あ
る
い
は
非
正
規
）
労
働
者
に
対
す

る
需
要
の
増
加
が
背
景
に
あ
る
こ
と
が

う
か
が
わ
れ
た
。
こ
の
日
雇
い
労
働
者

へ
の
需
要
は
、
全
産
業
で
月
ぎ
め
稼
得

者
よ
り
も
高
い
よ
う
で
あ
る
。
日
雇
い

労
働
者
の
月
収
は
第
三
次
産
業
よ
り
も

第
二
次
産
業
の
ほ
う
が
若
干
高
い
。
産

業
別
に
み
た
月
ぎ
め
稼
得
者
の
月
収
に

つ
い
て
は
、
水
準
が
最
も
大
き
い
の
は

第
三
次
産
業
に
お
い
て
だ
が
、
月
収
の

伸
び
が
最
も
大
き
い
の
は
第
二
次
産
業

で
あ
る
。
月
ぎ
め
稼
得
者
と
日
雇
い
労

働
者
の
月
給
の
産
業
別
格
差
が
最
も
大

き
い
の
は
第
三
次
産
業
に
お
い
て
で
あ

る
。
所
得
格
差
を
減
じ
さ
せ
る
の
に
第

二
次
産
業
の
成
長
が
重
要
で
あ
る
こ
と

が
示
唆
さ
れ
よ
う
。

●
労
使
関
係
の
諸
相
―
民
間
部
門

を
中
心
に
―

　

労
使
関
係
の
考
察
は
、
賃
金
等
の
労

働
条
件
を
め
ぐ
る
規
則
（
ル
ー
ル
）・

制
度
や
、
ア
ク
タ
ー
（
担
い
手
、
行
為

者
）
を
含
む
諸
々
の
要
素
・
要
因
の
諸

関
係
を
対
象
に
行
わ
れ
る
。
実
際
に
は

職
場
や
労
働
社
会
に
お
け
る
労
働
者
と

使
用
者
の
関
係
を
め
ぐ
る
も
の
が
中
心

と
な
る
こ
と
が
多
い
。
労
働
組
合
が
組

織
さ
れ
て
い
る
職
場
で
は
、
賃
金
を
は
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る
省
を
ま
た
ぐ
労
働
組
合
の
連
合
体
の

結
成
の
み
し
か
認
め
ら
れ
て
い
な
い
。

こ
れ
は
労
働
組
合
の
結
集
を
恐
れ
た
政

府
の
施
策
で
あ
る
と
一
般
に
説
明
さ
れ

る
が
、
い
ず
れ
に
し
て
も
こ
の
よ
う
な

枠
組
み
の
も
と
、
政
治
政
党
に
よ
る
労

働
組
合
の
細
分
化
が
複
数
組
合
化
に
拍

車
を
か
け
て
い
る
。

　

自
由
貿
易
区
（
Ｆ
Ｔ
Ｚ
）
で
も
労
働

組
合
の
結
成
は
認
め
ら
れ
て
い
る
が
、

実
際
に
は
Ｆ
Ｔ
Ｚ
で
は
労
働
組
合
の
自

由
な
活
動
は
制
限
さ
れ
、
組
合
活
動
に

携
わ
る
企
業
内
従
業
員
の
指
導
者
が
解

雇
さ
れ
る
な
ど
、
不
当
行
為
が
行
わ
れ

る
こ
と
が
あ
る
（
Ｆ
Ｔ
Ｚ
＆
Ｇ
Ｓ
Ｅ
Ｕ

事
務
局
長
ア
ン
ト
ン
・
マ
ー
カ
ス
氏
へ

の
聞
き
取
り
、
二
〇
一
三
年
八
月
八

日
）。
同
時
に
Ｆ
Ｔ
Ｚ
で
結
社
の
自
由
、

団
体
交
渉
権
が
制
約
さ
れ
て
い
る
一
因

と
も
な
っ
て
い
る
の
が
、
従
業
員
協
議

会
で
あ
る
。
従
業
員
協
議
会
は
労
働

者
・
従
業
員
と
の
意
思
疎
通
を
労
働
組

合
の
結
成
お
よ
び
団
体
交
渉
を
通
じ
て

で
は
な
く
本
機
構
を
通
じ
て
行
う
と
い

う
、
労
働
組
合
の
代
替
と
し
て
の
位
置

づ
け
で
、
そ
の
導
入
に
は
Ｆ
Ｔ
Ｚ
の
推

進
を
図
る
ス
リ
ラ
ン
カ
投
資
庁
（
Ｂ
ｏ

Ｉ
）
の
強
い
意
向
が
働
い
て
い
る
。
し

か
し
法
的
根
拠
は
な
い
（
参
考
文
献

④
）。
従
業
員
協
議
会
は
企
業
が
財
政

面
で
運
営
を
支
え
る
た
め
、
企
業
の
意

向
を
受
け
や
す
い
。

　

最
後
に
、
図
２
は
一
九
七
七
年
以
降

の
公
共
部
門
を
除
く
ス
ト
ラ
イ
キ
件
数

を
ま
と
め
た
も
の
で
あ
る
。
内
戦
が
終

結
し
た
二
〇
〇
九
年
以
降
、
ス
ト
ラ
イ

キ
は
増
加
傾
向
に
あ
る
。
ラ
ー
ジ
ャ
パ

ク
サ
前
大
統
領
政
権
の
も
と
、
結
社
の

自
由
や
団
体
交
渉
権
の
侵
害
が
進
み
、

労
働
運
動
へ
の
締
め
付
け
が
厳
し
く
な

っ
て
い
た
な
か
で
、
ス
ト
ラ
イ
キ
件
数

が
増
加
傾
向
に
あ
る
点
は
注
目
す
る
べ

き
で
あ
る
。
労
働
組
合
が
ス
リ
ラ
ン
カ

の
全
労
働
者
を
代
表
し
て
い
る
と
は
決

し
て
い
え
な
い
状
況
に
あ
っ
て
、
そ
れ

だ
け
労
働
者
側
の
不
満
が
た
ま
っ
て
き

て
い
る
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。

　

前
政
権
下
で
主
要
労
働
組
合
は
と
り

わ
け
、
ラ
ー
ジ
ャ
パ
ク
サ
が
労
働
大
臣

在
職
中
の
一
九
九
五
年
に
策
定
に
か
か

わ
っ
た
、
労
働
者
の
権
利
を
明
文
化
し

た
「
全
国
労
働
者
憲
章
」
の
履
行
を
強

く
求
め
て
い
る
。
そ
の
焦
点
の
憲
章
第

一
部
「
基
本
的
人
権
：
結
社
の
自
由
、

団
結
権
、
団
体
交
渉
権
」
で
は
国
家
の

責
務
と
し
て
、
⒜
労
働
者
の
労
働
組
合

結
成
権
お
よ
び
加
入
権
、
ま
た
団
結
権

と
団
体
交
渉
権
を
保
証
し
、
保
護
す
る
、

⒝
使
用
者
が
労
働
組
合
を
承
認
し
、
そ

の
組
合
員
に
関
す
る
事
項
に
つ
い
て
労

働
組
合
と
協
議
す
る
こ
と
を
保
証
す
る
。

使
用
者
の
労
働
組
合
に
対
す
る
差
別
を

不
当
労
働
行
為
と
す
る
、
⒞
Ｉ
Ｌ
Ｏ
の

強
制
労
働
に
関
す
る
条
約
を
完
全
に
履

行
す
る
、
⒟
労
働
者
の
機
会
お
よ
び
待

遇
の
均
等
の
促
進
・
実
現
に
適
切
な
手

段
を
講
ず
る
、
の
四
項
目
が
謳
わ
れ
て

い
る
。
新
政
権
に
な
っ
た
今
日
も
本
憲

章
の
履
行
が
、
マ
ク
ロ
レ
ベ
ル
で
は
労

働
組
合
の
要
求
の
主
軸
に
な
る
も
の
と

考
え
ら
れ
る
。
ス
リ
ラ
ン
カ
経
済
の
持

続
的
発
展
に
も
そ
れ
が
不
可
欠
で
あ
る

こ
と
は
い
う
ま
で
も
な
い
。

（
お
お
た　
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と
し
／
ア
ジ
ア
経
済
研

究
所　

南
ア
ジ
ア
研
究
グ
ル
ー
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